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議案第  ２  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  国の物価高騰に係る交付金及び補助金を活用して実施する子

ども１人につき２万円を支給するための経費、市民におこめ券

を配布するための経費、水道の基本料金を免除するための経費

並びに学校給食の食材購入に関する経費について、特に緊急を

要したため、令和８年１月９日付けで令和７年度流山市一般会

計補正予算（第５号）について専決処分したので、その承認を

求めるためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 令和７年度流山市一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のと

おり専決処分する。  

  令和８年１月９日  

流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ３  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  令和８年２月８日に実施される衆議院議員総選挙に係る経費

について、特に緊急を要したため、同年１月１９日付けで令和

７年度流山市一般会計補正予算（第６号）について専決処分し

たので、その承認を求めるためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 令和７年度流山市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のと

おり専決処分する。  

  令和８年１月１９日  

流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ５  号  

 

 

流山市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための

デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法

律第６３号）による行政手続法（平成５年法律第８８号）の一

部改正に合わせ、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に係る公示

送達を、インターネットによる公表を前提とした方法に見直す

ためである。  



流山市行政手続条例の一部を改正する条例  

流山市行政手続条例（平成９年流山市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事

項並びに当該市の機関が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨を当該市の機関の事務所の掲示場に掲示するこ

と」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加え

る。   

４  前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者

の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市の機関が

同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨

（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公

示事項が記載された書面を当該市の機関の事務所の掲示場に掲示し、

又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行

うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週

間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。   

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改め  

る。  

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及

び第４項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日か

ら２週間を」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」

に改める。   

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、

「「同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３

号」を「第２８条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後

段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。   

附  則   

（施行期日）   

１  この条例は、令和８年５月２１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市行政手続条例（以下この項において



「新条例」という。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新

条例第２２条第３項（新条例第２５条後段において準用する場合を含

む。）及び第２９条において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前に

した通知については、なお従前の例による。  



議案第  ６  号  

 

 

   流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための

建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律（令和

７年法律第４７号）によるマンションの建替え等の円滑化に関

する法律（平成１４年法律第７８号）の一部改正に伴い、引用

条文の整理を行うためである。  

 

 

 

 



流山市手数料条例の一部を改正する条例  

流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表第１７の２２の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法

律（平成１４年法律第７８号）第１０５条第１項」を「マンションの再

生等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１６３条の  

５９第１項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  ９  号  

 

 

   流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和８年２月１９日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市下花輪福祉会館の浴室について、市民以外の者の使用

を可能とするとともに、その利用料を定めるためである。  



流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例  

流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５２年流山市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。  

第６条に次の１項を加える。  

２  前項の規定にかかわらず、流山市下花輪福祉会館の浴室（当該浴室

で入浴をするために必要な範囲で使用する浴室以外の部分を含む。）

については、入浴をする場合に限り、全ての者（法人を除く。）が使

用することができる。  

別表に備考として次のように加える。  

備考  市民以外の者（市内の事業所に勤務する者を除く。）が使用す

る場合の利用料の額は、表中に規定する利用料の額に１００分の

２００を乗じて得た額とする。  

附  則  

この条例は、令和８年７月１日から施行する。  



議案第  １０  号  

 

 

流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第  

    ４２０号）による介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）の一部改正を受け、保険料率の算定に関する合計所得の額

の算定方法の特例及び保険料率の算定に関する基準の特例を設

けるためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流山市介護保険条例の一部を改正する条例  

流山市介護保険条例（平成１２年流山市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

附則第８条を附則第１０条とし、附則第７条を附則第９条とし、附則

第６条の次に次の２条を加える。  

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）  

第７条  第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本

市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による

市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者（同法第２９４

条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみな

された者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同  

じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。

以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未

満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定について

の第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０

号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号

ア、第１６号ア、第１７号ア及び第１８号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以

下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第  

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下この項において同じ。）」とあるのは、「合計所

得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条

第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定

する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額を加え

た額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場



合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下この項において同じ。）」とする。  

２  第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含ま

れて いる 者 （同 年中 の給 与 等の 収入 金額 が ６５ １， ００ ０ 円以 上  

１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における

保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、

第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア、第１７号ア及び第１８号アに

係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。）」と

あるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額 に つ い て は 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 に  

１００，０００円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による

特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得

金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。）」

とする。  

３  第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含ま

れている者（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上

１，９００，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における

保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、

第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア、第１７号ア及び第１８号アに



係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。）」と

あるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額 に つ い て は 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 に  

６５０，０００円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税

法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収

入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の

金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額による

ものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下この項において同じ。）」とする。  

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

第８条  第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第４条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属す

る世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当

し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があ

るときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されている者とみなす。  

（１）令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年

度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。）

であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課



期日において本市に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規

定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を

含む。）。ただし、令和７年度分の地方税法の規定による市町村民

税が課されていない者は除く。  

（２）地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの  

ア  令 和 ７ 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が ５ ５ １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

６５１，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から

同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入

金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合  

イ  令 和 ７ 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が ６ ５ １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

１，６１９，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円

から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以

下である場合  

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円

から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００円

から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所

得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条

の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」とい

う。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて

求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た

額を控除して得た額以下である場合  

（３）地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの  

ア  令 和 ７ 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が ５ ５ １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

６５１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項

に規定する政令で定める基準に従い流山市税条例（昭和２６年流

山市条例第８号）で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を

控除して得た額以下である場合  



イ  令 和 ７ 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が ６ ５ １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

１，６１９，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第

３項に規定する政令で定める基準に従い流山市税条例で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円

以下である場合  

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第

３項に規定する政令で定める基準に従い流山市税条例で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００

円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を

別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じ

て求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額を控除して得た額以下である場合  

２  第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第

４条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１

号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のい

ずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。  

附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  １１  号  

 

 

流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する内閣府令（令和７年内閣府令第９６号）による乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第

１号）の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業者が規程を定め

ておかなければならない乳児等通園支援事業の運営に関する重

要事項のうち、事業対象乳児及び事業対象幼児の区分ごとに利

用定員を定めるとしていたものを当該区分によらず利用定員の

総数を定めると改めるほか、所要の改正をするためである。   



   流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例  

流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和７年流山市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

第１０条の見出し中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事

業所」に、「条件」を「要件」に改め、同条中「乳児等通園支援事業  

者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。  

第１１条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳

児等通園支援事業所」に改める。  

第１４条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園

支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。  

第１７条第６号中「事業対象乳児及び事業対象幼児の区分ごとの」を

削り、同条第７号中「並びに」を「その他の」に改める。  

第１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業

所」に改める。  

 第２１条第２号中「に係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確

認において定める利用定員をいう。）」を加える。  

 第２７条後段を削る。  

 第２８条中「及びその」の次に「乳児等通園支援事業所の」を加える。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  １６  号  

 

 

流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第４７号）による国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の一部改正に伴い、国民健康保険料の算定において、これ

までの基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金

賦課額に、新たに子ども・子育て支援納付金賦課額を加えて保

険料を賦課し、及び徴収するために必要な規定を追加するほ

か、所要の改正を行うためである。  



   流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 流山市国民健康保険条例（平成３年流山市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

第７条の２を次のように改める。  

（保険料の賦課額）  

第７条の２  保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。  

（１）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「令」とい

う。）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。

以下同じ。）  

（２）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額（令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援

金等賦課額をいう。以下同じ。）  

（３）世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（令第２９条の７

第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付

金賦課額をいう。以下同じ。）  

（４）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額（令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・

子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）  

第７条の３中「第３項」を「第４項」に、「第４項」を「第５項」に

改め、「（以下「基礎賦課総額」という。）」を削り、同条第１号イ中

「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「（以下「介護納付

金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同号カ及び同条第２号イ中「病床転換支援金等並

びに介護納付金」を「病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子

育て支援納付金」に改める。  

第１６条中「基礎賦課額」を「額」に改める。  

第１６条の２中「第４項」を「第５項」に、「第５項」を「第６項」

に改め、「（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）」を削

る。  

第１６条の９中「後期高齢者支援金等賦課額」を「額」に改める。  



第１６条の１０中「第６項」を「第７項」に改め、「（以下「介護納

付金賦課総額」という。）」を削る。  

第１６条の１４中「介護納付金賦課額」を「額」に改め、同条の次に

次の５条を加える。  

（子ども・子育て支援納付金賦課総額）  

第１６条の１５  保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課

額（第２０条第４項、第２０条の３第３項及び第６項、第２０条の４

第４項及び第８項並びに第２０条の５の規定により子ども・子育て支

援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額する

ことになる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。ただし、第２５条第１項の規定による保険料の減免を行う場合に

おいては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額

を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として

算定した額とすることができる。  

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額  

ア  当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。）の額  

イ  第２０条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額する

こととなる額の総額  

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額  

ア  法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定に

より交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）の額  

イ  その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の

３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項

の規定による繰入金を除く。）の額  



（３）当該年度における第２５条第１項の規定による子ども・子育て支

援納付金賦課額の減免の額の総額  

（子ども・子育て支援納付金賦課額）  

第１６条の１６  保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課

額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額

を加算した額とする。  

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）  

第１６条の１７  前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。  

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）  

第１６条の１８  子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。  

（１）所得割  １００分の０．２７  

（２）被保険者均等割  被保険者１人について１，７００円  

（３）１８歳以上被保険者均等割  被保険者１人について１００円  

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）  

第１６条の１９  第１６条の１６の額は、令第２９条の７第５項第１０

号に定める金額を超えることができない。  

第１９条第１項中「若しくは第１６条の３」を「、第１６条の３若し

くは第１６条の１６」に改め、「次条第１項各号（同条第２項又は第３

項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める額」の次に「若しくは同条第４項各号に定める額」を、「第  

２０条の３第１項（同条第２項」の次に「又は第３項」を加え、「第  

１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５

を乗じて得た」を削り、「第２０条の３第３項第１号（同条第４項の規

定」を「第２０条の３第４項第１号（同条第５項又は第６項の規定」

に、「第２０条の４第１項各号（同条第２項又は第３項」を「第２０条

の４第１項各号（同条第２項、第３項又は第４項」に、「同条第４項各

号（同条第５項又は第６項の規定により読み替えて準用する場合を含



む。次項において同じ。）に定める額」を「同条第５項各号（同条第６

項、第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額若しくは第２０条の５に定める額」に改

め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 若 し く は 第 １ ６ 条 の ３ の 額 若 し く は 第  

１６条の１１」を「、第１６条の３、第１６条の１１若しくは第１６条

の１６」に改め、「次条第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条

第４項各号に定める額」を加え、「第１１条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第２０

条の３第３項第１号」を「第２０条の３第４項第１号」に、「同条第４

項各号に定める額」を「同条第５項各号に定める額若しくは第２０条の

５に定める額」に改める。  

第２０条第１項中「第８条の基礎賦課額」を「第８条の額」に改め、

同項第１号中「次号及び第３号」の次に「並びに第４項」を加え、同項

第２号中「令第２９条の７第５項第３号ロ」を「令第２９条の７第６項

第３号ロ」に改め、同項第３号中「令第２９条の７第５項第３号ハ」を

「令第２９条の７第６項第３号ハ」に改め、同条に次の１項を加える。  

４  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第１６条の１６の額から、そ

れぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

は、令第２９条の７第５項第１０号に定める額を超えることができな

い。）とする。  

（１）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所 得と 区 分 し て 計 算さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 算 額 が 、地 方 税 法第  

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者  アに

掲 げる 額 に 当 該 世 帯に 属 す る 被 保 険者 の う ち 当 該 年度 分 の 子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額とを合算した額  



  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

（２）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所 得と 区 分 し て 計 算さ れ る 所 得 の 金額 の 合 算 額 が 、地 方 税 法第  

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加え

た金額）に令第２９条の７第６項第３号ロの規定において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる

こととされる金額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険

料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの  アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支

援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算

した額  

  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

（３）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所 得と 区 分 し て 計 算さ れ る 所 得 の 金額 の 合 算 額 が 、地 方 税 法第  

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加えた金額）に令第２９条の７第６項第３号ハの規定において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計



数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以

外のもの  アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額とを合算した額  

  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額  

第２０条の２中「及び前条第１項」を「、第１６条の４、第１６条の

１２及び第１６条の１７並びに前条第１項（同条第２項又は第３項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第４項」に改め

る。  

第２０条の３第１項中「第３項」を「第４項」に改め、同条第４項中

「「第１６条の５」と」の次に「、「第２０条第１項各号」とあるのは

「第２０条第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を

加え、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次

に次の１項を加える。  

３  第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１

６条の１８」と読み替えるものとする。  

第２０条の３に次の１項を加える。  

６  第４項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第  

１６条の１８」と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第



４項各号」と読み替えるものとする。  

第２０条の４第１項中「令第２９条の７第５項第８号」を「令第２９

条の７第６項第８号」に、「第８条の基礎賦課額」を「第８条の額」

に、「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の

２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第６項中「第４項の」を

「第５項の」に改め、「、「第８条」とあるのは「第１６条の１１」

と」を削り、「令第２９条の７第４項第８号」と」の次に「、「第２０

条第１項各号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中

「、「第８条」とあるのは「第１６条の３」と」を削り、「令第２９条

の７第３項第８号」と」の次に「、「第２０条第１項各号」とあるのは

「第２０条第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を

加え、同項を同条第６項とし、同条第４項各号列記以外の部分中「第  

２０条第１項」を「第２０条」に、「保険料を減額する」を「保険料の

減額をする」に改め、「第８条の」を削り、同項を同条第５項とし、同

条第３項の次に次の１項を加える。  

４  第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第８条」とあるのは「第１６

条の１６」と、「令第２９条の７第２項第９号」とあるのは「令第  

２９条の７第５項第１０号」と、「被保険者均等割」とあるのは「被

保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と読み替えるものとす

る。  

第２０条の４に次の１項を加える。  

８  第５項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「令第２９条

の７第２項第９号」とあるのは「令第２９条の７第５項第１０号」

と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第４項各号」と読

み替えるものとする。  

第２０条の４の次に次の１条を加える。  

（１８歳に到達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の



被保険者均等割額の減額）  

第２０条の５  当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第  

１６条の１８の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に相当する額（第２０条第４項、第２０条の３第３項の規定

により読み替えられた同条第１項若しくは同条第６項の規定により読

み替えられた同条第４項又は前条第４項の規定により読み替えられた

同条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた同条第５

項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当

する額の減額をするものとした場合にあっては、当該減額後の額。以

下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とす

る。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市国民健康保険条例の規定は、令和８

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。  



議案第  １７  号  

 

 

流山市企業等立地の促進に関する条例の一部を改正する条例の制

定について  

流山市企業等立地の促進に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  奨励措置のうち環境配慮型設備設置費助成金を廃止するとと

もに、奨励措置の適用及び取消しに係る納税に関する要件等を

見直すためである。  

  



   流山市企業等立地の促進に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市企業等立地の促進に関する条例（平成１８年流山市条例第１７

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第９号から第１１号までを削る。  

 第３条第４号を削る。  

 第４条第１項第４号を次のように改める。  

（４）第１号の事業所で行う事業が、継続性の見込まれるものであるこ

と。  

 第４条第１項に次の１号を加える。  

（５）本市の固定資産税及び都市計画税を完納していること。  

 第４条第２項第２号中「前項第４号」を「前項第５号」に改め、同条

第４項を削る。  

 第８条を削り、第９条を第８条とする。  

 第１０条中「、第３号及び第４号」を「及び第３号」に改め、同条を

第９条とし、第１１条を第１０条とする。  

 第１２条第２号を次のように改める。  

（２）第３条第１号に規定する奨励措置の交付対象者にあっては、第５

条に規定する期間内に、第３条第２号に規定する奨励措置の交付対

象者にあっては、第６条に規定する期間内に本市の固定資産税及び

都市計画税を滞納したとき。  

 第１２条第３号中「第５条及び」を「第３条第１号に規定する奨励措

置の交付対象者にあっては、第５条に規定する期間内に、第３条第２号

に規定する奨励措置の交付対象者にあっては、」に、「若しくは」を

「又は」に改め、同条中第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を

加える。  

（５）正当な理由なく第１３条第１項の規定による報告を行わなかった

とき。  

（６）正当な理由なく第１３条第２項の規定による市長の求めに応じな

かったとき。  

 第１２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とする。  

 第１４条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。  

  第３条第１号及び第２号に規定する奨励措置の交付対象者は、第  

１１条第２号の要件に該当することとなったときは、市長にその旨を



報告しなければならない。  

 第１４条を第１３条とし、第１５条を第１４条とし、第１６条を第１５

条とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市企業等立地の促進に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後の申請に係る奨励措置について適用し、

同日前の申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。  



議案第  ２１  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  国の物価高騰に係る交付金を活用して実施する水道の基本料

金を免除するための経費について、特に緊急を要したため、令

和８年１月９日付けで令和７年度流山市水道事業会計補正予算

（第２号）について専決処分したので、その承認を求めるため

である。  

 



専  決  処  分  書  

 

 令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第２号）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊

のとおり専決処分する。  

  令和８年１月９日  

流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ２５  号  

 

 

   流山市初石駅施設整備基金条例を廃止する条例の制定について  

 流山市初石駅施設整備基金条例を廃止する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和８年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市初石駅施設整備基金の設置の目的が達成されることに

伴い、同基金を廃止するためである。  



  流山市初石駅施設整備基金条例を廃止する条例  

流山市初石駅施設整備基金条例（平成３１年流山市条例第７号）は、

廃止する。  

   附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  ２６  号  

 

 

   流山市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について  

流山市都市公園条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  市が管理する都市公園に係る占用料の額を改定するほか、所  

要の改正を行うためである。  

 

  



   流山市都市公園条例等の一部を改正する条例  

 （流山市都市公園条例の一部改正）  

第１条  流山市都市公園条例（昭和５４年流山市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

  第３条第１項第２号中「写真又は映画」を「静止画又は動画」に改

め、同項第３号中「興業」を「興行」に改める。  

  第１７条第３項中「別表第４に定めるところにより算出した額（土

地の占有期間が１月未満のものにあっては、同表に定めるところによ

り算出した額に１００分の１０を乗じて得た額を加えた額）（１０円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）」を「流山市占用

料条例（平成１３年流山市条例第１９号）第３条の規定を準用して算

出した額」に改め、同条第４項中「別表第５」を「別表第４」に改め

る。  

  別表第２中「写真の撮影」を「静止画の撮影」に、 「写真機」を

「撮影機」に、「映画」を「動画」に、「興業」を「興行」に改め

る。  

  別表第４を削り、別表第５を別表第４とする。  

 （流山市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  流山市都市公園条例の一部を改正する条例（令和６年流山市条

例第１１号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３

号とし、同条に１号を加える改正規定を次のように改める。  

   第２条中第４号を第７号とし、第３号を第５号とし、第２号を第

４号とし、第１号の次に次の２号を加える。  

  （２）指定都市公園  前号に規定する都市公園のうち、流山市総合

運動公園をいう。  

  （３）指定管理者  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する法人その他の団体であって市が指定す

るものをいう。  

  第２条第４号の次に１号を加える改正規定を次のように改める。  

   第２条第５号の次に次の１号を加える。  

  （６）指定公園施設  指定都市公園の公園施設のうち、有料公園施

設及び法第５条第１項に基づき許可を受けた公園施設（指定管



理者が行う業務において同項に基づき許可を受けた公園施設を

除く。）を除いたものをいう。  

  第２条の２第１項を改める改正規定を次のように改める。  

   第２条の２第１項を次のように改める。  

    市は、有料公園施設及び指定公園施設の設置目的を効果的に達

成するため、指定管理者に有料公園施設及び指定公園施設の管理

を行わせるものとする。  

  別表第５の改正規定を次のように改める。  

   別表第５中  

「    

 １  屋外施設利用料  

野

球

場  

１面１時

間以内  

流山市総合運動公園  江戸川河川敷緑地  

小・中・

高校生  

一般  小・中・

高校生  

一般  

平日  休日  平日  休日  平日  休日  平日  休日  

275

円  

550

円  

825

円  

1,650

円  

165

円  

330

円  

550

円  

1,100

円  
 

 

  」  

  を  

「    

 １  行為に係る利用料  

区分  単位  金額  

物 品 の 販 売 又 は

頒 布 、 募 金 そ の

他 こ れ ら に 類 す

る 行 為 

１人  １日  １１１．００円  

１ 平 方 メ ー ト ル

１日  

３３．００円  

業 と し て 静

止 画 の 撮 影

を 行 う 場 合 

常

時  

撮 影 機 １ 台  １

月  

 

１，１００．００

円  

臨

時  

撮 影 機 １ 台  １

日  

１１０．００円  

 



業 と し て 動 画 の

撮 影 を 行 う 場 合 

１回２時間以内  １，１００．００

円  

興 行 を 行 う 場 合 １ 平 方 メ ー ト ル

１日  

１１．００円  

競 技 会 、 展 示 会

そ の 他 こ れ ら に

類 す る 催 し の た

め に 指 定 公 園 施

設 の 全 部 又 は 一

部 を 独 占 し て 利

用 す る 場 合 

１ 平 方 メ ー ト ル

１日  

１．１０円  

 備考  

  １  使用の面積が１平方メートル未満であるとき又はその

面積に１平方メートル未満の端数があるときは、１平方

メートルとして計算する。  

  ２  利用料の額が月額で定められている場合において、利

用の期間が１月未満であるとき又はその期間に１月未満

の端数があるときは、１月として計算する。  

２  屋外施設利用料  

野

球

場  

１面１時

間以内  

流山市総合運動公園  江戸川河川敷緑地  

小・中・

高校生  

一般  小・中・

高校生  

一般  

平日  休日  平日  休日  平日  休日  平日  休日  

275

円  

550

円  

825

円  

1,650

円  

165

円  

330

円  

550

円  

1,100

円  
 

  」  

  に、「２  屋内施設利用料」を「３  屋内施設利用料」に、「１  

屋外施設利用料」を「２  屋外施設利用料」に、「３  附属設備利

用料」を「４  附属設備利用料」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規



定は、公布の日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市都市公園条例の規定は、令和８

年４月１日（以下「施行日」という。）以後の占用に係る占用料につ

いて適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例に

よる。  

 （経過措置）  

３  施行日前に都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項又

は第３項の規定による占用の許可を受けている者であって、施行日以

後も引き続き当該占用の許可により占用を行うものの当該許可の内容

のうち施行日以後の占用料の額に限り、市長は、職権によりこれを変

更することができる。この場合において、令和８年度及び令和９年度

における占用に係る占用料の額は、前項の規定にかかわらず、流山市

占用料条例の一部を改正する条例（令和８年流山市条例第  号）附則

第４項の規定を準用して算出した額とする。  

 



議案第  ２７  号  

 

 

流山市占用料条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市占用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  市が管理する道路及び準用河川に係る占用料の額を改定する

ためである。  

  



   流山市占用料条例の一部を改正する条例  

 流山市占用料条例（平成１３年流山市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 別表占用料の額の欄を次のように改める。  

占用料の額  

１本につき１年  ２，０４０円  

１本につき１年  ３，１４０円  

１本につき１年  ４，２３０円  

１本につき１年  １，７９０円  

１本につき１年  ２，８８０円  

１本につき１年  ３，９８０円  

１本につき１年  １８０円  

長さ１メートルにつき１年  １８円  

長さ１メートルにつき１年  １１円  

１個につき１年  １，７９０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  １，０９０円  

１個につき１年  ３，６５０円  

１個につき１年  １，５３０円  

表示面積１平方メートルにつき１年  ８，３８０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３，６５０円  

長さ１メートルにつき１年  ７７円  

長さ１メートルにつき１年  １１０円  

長さ１メートルにつき１年  １６０円  

長さ１メートルにつき１年  ２２０円  

長さ１メートルにつき１年  ３３０円  

長さ１メートルにつき１年  ４４０円  

長さ１メートルにつき１年  ７７０円  

長さ１メートルにつき１年  １，０９０円  

長さ１メートルにつき１年  ２，１９０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３，６５０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．００４を

乗じて得た額  



占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．００６を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．００７を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  ４，１９０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ２，５１０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３，６５０円  

占用面積１平方メートルにつき１日  ２３円  

占用面積１平方メートルにつき１月  ７００円  

表示面積１平方メートルにつき１月  ７００円  

表示面積１平方メートルにつき１年  ８，３８０円  

１本につき１年  ２，３４０円  

１本につき１日  ２３円  

１本につき１月  ７００円  

その面積１平方メートルにつき１日  ２３円  

その面積１平方メートルにつき１月  ７００円  

１基につき１月  ６，９８０円  

１基につき１月  ３，４９０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３，６５０円  

占用面積１平方メートルにつき１月  ７００円  

占用面積１平方メートルにつき１月  ３００円  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．０１０を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．００７を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．０１０を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．０２２を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．０３１を

乗じて得た額  

占用面積１平方メートルにつき１年  Ａに０．０２５を



乗じて得た額  

１本につき１年  ２，０４０円  

１本につき１年  ３，１４０円  

１本につき１年  ４，２３０円  

１本につき１年  １，７９０円  

１本につき１年  ２，８８０円  

１本につき１年  ３，９８０円  

１本につき１年  １８０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３，６５０円  

長さ１メートルにつき１年  ７７円  

長さ１メートルにつき１年  １１０円  

長さ１メートルにつき１年  １６０円  

長さ１メートルにつき１年  ２２０円  

長さ１メートルにつき１年  ３３０円  

長さ１メートルにつき１年  ４４０円  

長さ１メートルにつき１年  ７７０円  

長さ１メートルにつき１年  １，０９０円  

長さ１メートルにつき１年  ２，１９０円  

占用面積１平方メートルにつき１年  ３８０円  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市占用料条例別表の規定は、この条例

の施行日以後の道路及び準用河川の占用に係る占用料について適用

し、同日前の道路及び準用河川の占用に係る占用料については、なお

従前の例による。  

３  施行日前においてなされた道路法（昭和２７年法律第１８０号）第

３２条第１項若しくは第３項又は河川法（昭和３９年法律第１６７号）

第２４条の規定による許可を受けている者が施行日以後も当該許可に

より引き続き占用を行うものの当該許可の内容のうち施行日以後の占



用に係る占用料の額に限り、市長は、職権によりこれを変更すること

ができる。  

 （占用料の額に係る激変緩和措置）  

４  前項の規定を適用する場合において、令和８年度及び令和９年度に

おける占用（次の表に掲げる占用物件に係る占用に限る。）に係る占

用料の額は、附則第２項の規定にかかわらず、それぞれ次の表の占用

料の額の欄に掲げる額により算出した額とする。  

占用物件  単位  
占用料の額  

令和８年度  令和９年度  

道 路

法 第

３ ２

条 第

１ 項

第 １

号 に

掲 げ

る 工

作 物 

第１種電柱  １本につき１年   １，４６０円  １，７５０円  

第２種電柱  １本につき１年   ２，２５０円  ２，６９０円  

第３種電柱  １本につき１年   ３，０４０円  ３，６３０円  

第１種電話柱  １本につき１年   １，２９０円  １，５４０円  

第２種電話柱  １本につき１年   ２，０８０円  ２，４８０円  

第３種電話柱  １本につき１年   ２，８７０円  ３，４２０円  

その他の柱類  １本につき１年   １２０円  １５０円  

共架電線その他上空

に設ける線類  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１３円  １５円  

地下に設ける電線そ

の他の線類  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

７円  ９円  

路上に設ける変圧器  １個につき１年   １，２３０円  １，５１０円  

地下に設ける変圧器  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

７８０円  ９３０円  

変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所  

１個につき１年   ２，５１０円  ３，０８０円  

郵便差出箱及び信書

便差出箱  

１個につき１年   １，０５０円  １，２９０円  

広告塔  表 示 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

６，６４０円  ７，５１０円  



その他のもの  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２，５１０円  ３，０８０円  

道 路

法 第

３ ２

条 第

１ 項

第 ２

号 に

掲 げ

る 物

件  

外径が０．０７メー

トル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

５５円  ６６円  

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

７８円  ９４円  

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１１０円  １３０円  

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１５０円  １８０円  

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

２３０円  ２８０円  

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

３１０円  ３７０円  

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

５５０円  ６６０円  

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

７８０円  ９３０円  

外径が１メートル以

上のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年   

１，５７０円  １，８８０円  

道路法第３２条第１項第

３号及び第４号に掲げる

施設  

占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２，５１０円  ３，０８０円  

道 路上空に設ける通路  占 用 面 積 １ 平 方 ３，３２０円  ３，７５０円  



法 第

３ ２

条 第

１ 項

第 ５

号 に

掲 げ

る 施

設  

メ ー ト ル に つ き

１年  

地下に設ける通路  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

１，９９０円  ２，２５０円  

その他のもの  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２，５１０円  ３，０８０円  

道 路

法 施

行 令

第 ７

条 第

１ 号

に 掲

げ る

物 件 

看 板 （ ア

ー チ で あ

る も の を

除 く 。 ） 

そ の 他 の

もの  

表 示 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

６，６４０円  ７，５１０円  

標識  １本につき１年   １，８１０円  ２，０７０円  

道路法施行令第７条第２

号に掲げる工作 物 

占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２，６２０円  ３，１３０円  

道路法施行令第７条第６

号に掲げる仮設建築物及

び同条第７号に掲げる施

設  

占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１月  

２００円  ２５０円  

河 川

法 第

３ ２

条 第

１ 項

の 規

定 に

第１種電柱  １本につき１年   １，４６０円  １，７５０円  

第２種電柱  １本につき１年    ２，２５０円  ２，６９０円  

第３種電柱  １本につき１年   ３，０４０円  ３，６３０円  

第１種電話柱  １本につき１年   １，２９０円  １，５４０円  

第２種電話柱  １本につき１年   ２，０８０円  ２，４８０円  

第３種電話柱  １本につき１年   ２，８７０円  ３，４２０円  

その他の柱類  １本につき１年   １２０円  １５０円  



よ る

占 用

物 件

（ 土

地 占

用）  

塔類  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２，５１０円  ３，０８０円  

諸 管 の 架

空 又 は 埋

設  

外 径 が  

０．０７メ

ー ト ル 未

満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

５５円  ６６円  

外 径 が  

０．０７メ

ー ト ル 以

上０．１メ

ー ト ル 未

満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

７８円  ９４円  

外 径 が  

０．１メー

ト ル 以 上

０．１５メ

ー ト ル 未

満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１１０円  １３０円  

外 径 が  

０．１５メ

ー ト ル 以

上０．２メ

ー ト ル 未

満のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１５０円  １８０円  

外 径 が  

０．２メー

ト ル 以 上

０．３メー

ト ル 未 満

のもの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

２３０円  ２８０円  

外 径 が  長 さ １ メ ー ト ル ３１０円  ３７０円  



０．３メー

ト ル 以 上

０．４メー

ト ル 未 満

のもの  

につき１年  

外 径 が  

０．４メー

ト ル 以 上

０．７メー

トル未満  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

５５０円  ６６０円  

外 径 が  

０．７メー

ト ル 以 上

１ メ ー ト

ル 未 満 の

もの  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

７８０円  ９３０円  

外 径 が １

メ ー ト ル

以 上 の も

の  

長 さ １ メ ー ト ル

につき１年  

１，５７０円  １，８８０円  

その他のもの  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１年  

２６０円  ３２０円  

 



議案第  ２８  号  

 

 

流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成

１４年総務省令第２４号）等の一部改正に伴い、簡易サウナ設

備の位置、構造及び管理の基準を定めるほか、所要の改正を行

うためである。  



流山市火災予防条例の一部を改正する条例  

流山市火災予防条例（昭和３７年流山市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中

「サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一

般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放

熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２号及び同条

第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の

３とし、第７条の次に次の１条を加える。  

（簡易サウナ設備）  

第７条の２  簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設

けるテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをい

う。）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、

木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワ

ット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。

以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければなら

ない。  

（１）火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物

等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備

等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離

以上の距離を保つこと。  

（２）簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、

薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災

が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合  

は、この限りでない。  

２  前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理

の基準については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１２号ま

で、第１４号及び第１７号から第１８号の３まで、第２項第６号、第

３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。  

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレ

ーカー」を加える。  

第４４条第６号の次に次の１号を加える。  



（６）の２  簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）  

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。  

附  則  

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。  



議案第  ２９  号  

 

 

   東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の委託に関する協定

の変更について  

 市は、令和５年流山市議会第２回定例会で議決を経た工事の施行の委

託に関する協定を次のとおり変更する。  

  令和８年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  委 託 の 目 的  東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行

の委託  

２  変更前の委託の金額  １，３３１，８００，０００円  

３  変更後の委託の金額  １，２３３，０３６，０００円  

４  変 更 に よ る 減 額     ９８，７６４，０００円  

５  委 託 の 相 手 方  東京都墨田区押上一丁目１番２号  

            東武鉄道株式会社  

            取締役社長  都筑  豊   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料  

 

  東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の委託に関する協定の  

変更概要  

 

１  工事場所   流山市西初石３丁目１０１番３の一部ほか  

 

２  委託工事の内容  

（１）規模及び構造  

  ・鉄骨造  

  ・延べ床面積   約６０５平方メートル  

（２）工事概要  

  ・自由通路設置（幅員約５．４メートル）  

  ・エレベーター設置（２基）  

 

３  設 計  東京都墨田区押上一丁目１番２号  

        東武鉄道株式会社  

 

４  変更の内容  

（１）概要  

 建築資機材費や労務価格の上昇を見込んでいたが想定を下回った

こと、請負差金が生じたこと、可能な限り夜間工事を昼間工事に変

更したこと等に伴い、工事費の減額を行う。  

（２）委託費の減額  

変 更 前 の 金 額  １，３３１，８００，０００円  

変 更 後 の 金 額  １，２３３，０３６，０００円  

変 更 に よ る 減 額  ９８，７６４，０００円  

 

 

 



報告第  １  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和８年２月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和７年１１月１９日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  選挙管理委員会事務局の職員が、公務のため市

役所駐車場において公用車を駐車しようと後退

したところ、当該公用車に続いて当該駐車場に

進入し、当該公用車の駐車を待つために停止し

ていた相手方車両と接触し、右前方部を損傷さ

せたことによる当該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年７月２１日  

３  発 生 場 所  流山市平和台 1 丁目 1 番地の 1 

（流山市役所第一庁舎西側駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県市原市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１１月１９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １５１，９１０円  

 

 



報告第  ２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和８年２月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市立中学校の部活動中に発生した物損事故に係る和解及び損

害賠償の額の決定について専決処分したので、報告するためで

ある。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年１２月９日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立南部中学校において、同校野球部の活

動中に、当該野球部の部員が打ったボールが防

球ネットの破損箇所を通過し、同校敷地内の駐

車場に駐車していた相手方車両の後方下部に当

たり、当該相手方車両を損傷させたことによる

物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年７月５日  

３  発 生 場 所  流山市加三丁目６００番地の１  

           （流山市立南部中学校駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県我孫子市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１２月９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２３０，９７１円  



報告第  ３  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和８年２月１９日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  流山市生涯学習センターで発生した物損事故に係る和解につ

いて専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

令和８年１月２６日  

流山市長  井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  相手方が運転する車両が、流山市生涯学習セン

ターに接する道路上で方向転換をしたところ、

同センターの外構フェンスに接触し、当該フェ

ンスを破損させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年８月１８日  

３  発 生 場 所  流山市中１１０番地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和８年１月２６日  

７  和 解 の 要 旨   市の損害額の全額を相手方が負担する。  

８  和 解 金 額  １８０，０００円  

 



報告第  ４  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和８年２月１９日報告  

                  流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  流山市おおたかの森ホールで発生した物損事故に係る和解に  

ついて専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

令和８年１月２７日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  相手方の従業員が運転する車両が、流山市おお

たかの森ホールのロータリー付近にある柱に接

触し、当該柱を損傷させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年１０月２２日  

３  発 生 場 所  流山市おおたかの森北一丁目２番地の１  

           （流山市おおたかの森ホール敷地内）  

４  相 手 方  静岡県焼津市中港二丁目５番１３号  

株式会社いちまる  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解 成 立 年 月 日  令和８年１月２７日  

７  和 解 の 要 旨   市の損害額の全額を相手方が負担する。  

８  和 解 金 額  １３３，７２２円  

 



報告第  ５  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和８年２月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  旅券の紛失届及び発給申請の事務における誤案内による事故

に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したの

で、報告するためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和７年１２月２５日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 の 概 要 

旅券事務において、紛失届と同時に旅券の発給申請を行った相手方

（次項第２号の相手方を除く。）に対して、当該旅券事務の窓口業務

を受託している事業者（以下「受託事業者」という。）が、紛失届に

係る案内を誤り、旅券の交付を滞らせたことにより、相手方の予定し

ていた海外渡航に支障を生じさせたもの  

２  和 解 の 相 手 方 

（１）旅券の発給の申請者  

（２）前号の申請者の海外渡航同行者  

３  発 生 年 月 日 

令和７年９月１２日  

４  和解成立年月日 

  令和７年１２月２５日  

５  和 解 の 要 旨 

（１）市は、相手方に対し、和解金として５０万円の支払義務があるこ

とを認める。  

（２）市は、相手方に対し、前号の金員を、和解成立年月日から３０日

以内に、相手方が指定する口座に、市の和解金に係る債務を代位履

行する受託事業者が振り込む方法により支払う。振込手数料は受託

事業者の負担とする。  

（３）市及び相手方は、本和解条項に定めるもののほか、本件に関し、

何らの債権債務のないことを相互に確認する。  

（４）相手方は、市その他全ての関係者に対し、今後名目の如何にかか



わらず、金銭等の請求及び一切の異議申立てを行わないものとす

る。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

  令和７年１２月２５日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 の 概 要 

旅券事務において、当該旅券事務の窓口業務の受託事業者である相

手方が、紛失届と同時に旅券の発給申請を行った者に対して、紛失届

に係る案内を誤り、旅券の交付を滞らせたことにより、当該者及び当

該者の予定していた海外渡航の同行者（以下「申請者ら」という。）

の当該海外渡航に支障を生じさせたもの  

２  和 解 の 相 手 方 

  株式会社ディー・エス・ケイ  

３  発 生 年 月 日 

令和７年９月１２日  

４  和解成立年月日 

  令和７年１２月２５日  

５  和 解 の 要 旨 

（１）相手方は、市が申請者らに対し、和解金として５０万円（以下

「本和解金」という。）の支払債務を負ったことに関し、市が相手

方に対して同金額の損害賠償請求権を有することを認める。  

（２）市及び相手方は、相手方が申請者らに対し、本和解金を市に代位

して支払うことで、相手方の市に対する前号の賠償責任の履行に充

てることを相互に確認する。  

（３）相手方は、本和解金を、市と申請者らが別途締結する和解書の締

結後３０日以内に、申請者らが指定する口座に振り込む方法により

支払う。振込手数料は、相手方の負担とする。  

（４）市及び相手方は、本和解条項に定めるもののほか、本件に関し、



何らの債権債務のないことを相互に確認する。  

（５）市及び相手方は、本件に係る全ての関係者に対し、今後名目の如

何にかかわらず、金銭等の請求及び一切の異議申し立てを行わな

いものとする。  

 



報告第  ６  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和８年２月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する街路樹により発生した物損事故に係る和解及び

損害賠償の額の決定について専決処分したので、報告するため

である。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年１２月５日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  市が管理する街路樹の枝が、枯死により折れて  

落下した際に、走行していた相手方車両と接触  

し、ボンネット及びフェンダーを損傷させたこ  

とによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年８月２日  

３  発 生 場 所  流山市南流山４丁目９番２地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１２月５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ４２０，７１１円  

 



報告第  ７  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和８年２月１９日報告  

                  流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  斜面樹林保全協定により、市が保全措置を講じる敷地内の竹

が倒れたことにより発生した物損事故に係る和解及び損害賠償

の額の決定について専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和８年１月２８日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  斜面樹林保全協定により市が保全措置を講じる

敷地内の竹が、劣化が原因で倒れ、当該敷地に

隣接する駐車場に駐車していた相手方（物損被

害者）車両のルーフを損傷させたことによる当

該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年９月１日  

３  発 生 場 所  流山市西深井４２２番１  

４  相 手 方  （１）物損被害者  千葉県船橋市在住者  

           （２）土地所有者  流山工業団地協同組合  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和８年１月２８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方（物損被害者）の損害額の全額を市が負

担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３７０，８４３円  

 



報告第  ８  号  

 

 

専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和８年２月１９日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する道路上で発生した事故に係る和解及び損害賠償

の額の決定について専決処分したので、報告するためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和８年１月２９日  

               流山市長   井  崎  義  治   

  

記  

 

１  事   件   名   市が管理する道路上において、相手方車両が歩  

車道境界ブロック上を走行したところ、当該歩  

車道境界ブロックが外れ、当該相手方車両に接  

触し、消音器を破損させたことによる当該相手

方車両の物損事故  

２  発  生  年  月  日   令和７年６月２３日  

３  発  生  場  所   流山市平和台４丁目３５番２地先  

（市道５４０２３号線）  

４  相   手   方   流山市在住者  

５  解  決  方  法   和解による。  

６  和解成立年月日   令和８年１月２９日  

７  和  解  の  要  旨   相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損  害  賠  償  額   ４５，０５６円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和８年１月２９日  

               流山市長   井  崎  義  治   

  

記  

 

１  事   件   名   市が管理する道路上を、相手方が歩行していた

ところ、側溝に蓋をかけていない箇所があった

ことにより、当該相手方が当該側溝に落ちたこ

とによる人身事故  

２  発  生  年  月  日   令和７年１０月１８日  

３  発  生  場  所   流山市大畔２７５番５地先  

（市道２１８号線）  

４  相   手   方   流山市在住者  

５  解  決  方  法   和解による。  

６  和解成立年月日   令和８年１月２９日  

７  和  解  の  要  旨   相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損  害  賠  償  額   １３，７６０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


